
鳥取市介護保険等推進委員会設置要綱 

 

 

（目的及び設置） 

第１条 鳥取市介護保険事業計画及び鳥取市高齢者福祉計画の策定、鳥取市地域包括支

援センターの適切な運営並びに鳥取市地域密着型サービスの適切な運営の確保にあ

たり、広く市民の意見を反映するため、鳥取市介護保険等推進委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は次に掲げる事項を処理する。 

（１） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条に定める市町村介護保険事

業計画の作成及び変更に関すること。       

（２） 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８に定める市町村老人福

祉計画の作成及び変更に関すること。 

（３） 前２号の計画の進捗管理に関すること。 

（４） 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第２号

ロに定める地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保に関するこ

と。 

（５） 介護保険法第４２条の２第５項に定める地域密着型介護サービス費の額、同法

第７８条の２第７項に定める地域密着型サービスの指定及び同法第７８条の４

第６項に定める指定地域密着型サービスの基準に関すること。 

（６） 鳥取市地域ケア会議設置要綱第２条第４項に定める地域ケア推進会議に関する

こと。 

（７） その他市長が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。   

 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 地域福祉関係機関の職員 

（３） 介護関係団体の代表者 

（４） 医療関係団体の代表者 

（５） 地域福祉活動組織の代表者 



（６） 鳥取市社会福祉審議会老人福祉専門分科会の会長及び副会長 

（７） 公募市民 

（８） 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員会） 

第６条 委員会に委員長１人、副委員長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を総括し、代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、 

その職務を代理する。 

４ 委員会に、必要に応じ部会を置くことができる。 

５ 前項の規定により部会を設置した場合の部会の部長は、委員長がその職に就く。 

 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。 

２ 委員会の会議には、必要に応じ委員以外の出席を求め説明又は意見を聴くことがで

きる。 

 

（事務局） 

第８条 委員会の事務を処理するため、事務局を福祉部長寿社会課に置く。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成５年２月１日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 第７条第１項の規定に関わらず、委員長が選任されていない場合に開かれる会議

は、市長が招集する。 

    附 則 

  この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 



    附 則 

 この要綱は、平成８年９月２４日から施行する。  

    附 則 

  この要綱は、平成１１年２月２４日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成１４年４月２５日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 


